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 富山県教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則を次のように定め、公布す 

る。 

  令和２年３月31日 

                  富山県教育委員会             

                     教 育 長 伍  嶋  二 美 男  

富山県教育委員会規則第２号 

   富山県教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則 

 富山県教育委員会行政組織規則（平成11年富山県教育委員会規則第３号）の一部

を次のように改正する。 

    「第９款 富山県美術館（第44条―第47条） 

 目次中 第10款 水墨美術館（第48条―第51条）  を削る。 

     第11款 立山博物館（第52条―第55条） 」 

 第７条中第29号を削り、第30号を第29号とする。 

 第15条の表富山県美術館運営委員会の項から富山県立山博物館運営委員会の項ま 

でを削る。 

 第16条第８号から第10号までを削る。 

 第４章第２節第９款の款名を削る。 

 第44条から第47条までを次のように改める。 

第44条から第47条まで 削除 
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 第４章第２節第10款の款名を削る。 

 第48条から第51条までを次のように改める。 

第48条から第51条まで 削除 

 第４章第２節第11款の款名を削る。 

 第52条から第55条までを次のように改める。 

第52条から第55条まで 削除 

   附 則 

 この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

                           （教・教育企画課）  
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